
骨 畢 墳 躍 準 え 圃 帝 都 居

着 潮

流 - 茅 尋七十二二帯
行 徴 日 .一 月 JE3 年 王 手PF召

論

叢

一
般
轍
骨
撃
の
概
念

･

経
済
静
態
に
つ
い
て

･

目

的

税

諭
‥

保

険

ご

偶

然
･
-

･

卦
仙

苑

計
算
貨
幣
ご
交
換
賃
僧

･

経
済

法

の
概

念
‥

軸
椎

録

希
腰
現
代
の
経
済
学

･

大
戦
叶
の
俳
蘭
西
の
通
貨

･

フ
ォ
ン
･.ベ
ロ
ウ
教
授
を
憤
ふ

渦
逸
郡
市
の
財
政
統
計

･

･
･TY
嘩
仰
士

米

田
珪

太

郎

･丈
甲
仲
士
高

田

保

馬

二
法
坪
作
土

紳

戸

正

碓

･誓
諸
士

小
島

昌

太

郎

維
持
中
土
福

井

孝

治

紳刑
gIL土
楠

木

文

雄

･放
塀
士

･細
田
嘩
士

･
･紳
所
畢
+
:

･鮎
軒
準
押
ii

山

口
正
太

郎

島

本

融

上

田
藤

十

郎

汐

見

三

郎
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捕
逸
都
市
の
財
政
統
計

汐

見

郎

調
麹
の
大
都
市
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
調
立
の
統
計
書
を
稜
表
し

て
ゐ
る
が
、
濁
逸
の
都
市
金
憶
に
週
中
る
統
計
書
と
し
て
は
滴

泡
都
市
統
計
年
鑑
凹
Z
Z
E
R
]官
官
官
E
n
F
骨
E
R
Z円
m
E島町

を
事
げ
ね
ば
た
ら
ね
。

摘
逸
都
市
統
計
年
鑑
は
田
町
E
V戸
市
の
統
計
局
長
口
同

Z
-

Z
2
P
K
よ
F
千
八
百
丸
十
年
陀
初
め
て
鯛
築
せ
ら
れ
た
も
由

で
あ
る
。
濁
趨
都
市
金
憶
に
闘
す
る
統
一
的
統
計
蓄
を
品
目
表
す

る
企
は
、
己
に
千
八
百
八
十
五
年
D
凋
逸
都
市
統
計
曾
説
で
決

定
せ
ち
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
然
L
各
都
市
は
そ
れ
ぞ
れ
猫
特
白

歴
史
を
有
し
共
白
事
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
か
ら
、
各
都
市
の
統

討
材
料
を
一
定
白
鶴
単
に
従
っ
て
溜
め
る
事
は
、
非
常
に
困
難

z
z
p
E初
め
、
各
都
市
の
統
計
家
の
苦

心
白
結
同
問
、
千
丸
百
年
に
至
り
、
漸
〈
猫
逸
都
市
統
計
年
鑑
O

た
る
事
業
で
あ
る

Q

雑

錐

猫
抽
出
都
市
山
財
政
統
計

第
一
巻
を
出
す
の
運
び
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

2
2
F
の
凋
逸
都
市
統
計
年
鑑
は
共
の
後
、
引
書
績
吉
刊
行

せ
ら
れ
、
年
一
年
占
甑
目
主
改
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
世
界
大

識
に
基
く
凋
麹
都
市
の
財
政
窮
乏
の
結
呆
と
し
て
、
弔
え
百
十

点
年
の
第
一
一
十
エ
曜
を
以
て
中
絶
す
る
の
止
む
悲
喜
K
至
っ
た

の
で
あ
る
。
共
の
後
宮
古
訟
は
年
鑑
の
復
荷
主
企
て
L

成
ら

中
、
千
九
百
二
十
五
年
二
月
十
六
日
を
以
て
、
永
眠
し
た
の
で

あ
る
。
新
ら
た
に
獅
逸
都
市
統
計
協
舎
は
・

z
o
o
p
の
意
志
主

櫨
ぎ
、
年
鑑
第
二
十
二
審
を
千
九
百
二
十
七
年
陀
護
表
し
、
又

今
年
、
千
丸
百
二
十
八
年
に
第
二
十
三
巻
を
列
行
し
て
ゐ
る
。

都
市
生
活
の
極
度
に
畿
謹
せ
る
現
代
に
於
て
は
、
都
市
統
計

書
は
費
箆
た
る
資
料
で
あ
る
。
故
に
濁
泡
白
都
市
の
殆
ん
ど
全

部
を
網
羅
せ
る
統
計
警
が
、
毎
年
刊
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
非

常
に
喜
ば
し
い
事
で
あ
る
。
己
a
る
に
は
最
近
着
白
調
麹
都
市
統

計
年
鑑
に
よ
り
、
調
逸
都
市
の
最
近
の
財
政
統
計
を
紹
介
し
た

い
の
で
あ
る
。

第
二
十
士
容

第

鶴

一
四
三

回

• 
R ・・~'."



雑

捌
誼
都
市
の
肘
耽
統
計

融

都
市
統
計
は
種
々
の
部
門
に
分
れ
て
ゐ
る
か
、
就
中
軍
要
な

の
は
財
政
統
計
で
あ
る
。
獅
逸
都
市
統
計
合
識
に
於
て
も
・
千

八
百
七
十
九
年
の
第
一
間
合
識
に
財
政
統
計
調
奈
の
必
要
を
主

張
す
る
宥
あ
り

共
山
り
後
毎
曾
議
に
間
二
底
見
が
〈
り
返
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
事
業
の
困
難
の
活
に
官
現
に
及
ば
ナ
、
漸
く

千
九
百
十
二
年
の
満
州
出
都
市
統
計
年
鑑
第
十
八
巻
に
於
て
初
め

て
財
政
統
計
が
牧
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
近
の
猫
辺
都
市

財
政
統
計
と
し
て
は
出

E
E
u
d
市
白
紙
計
局
長
口
問
・
問
主

m
O
5
2
5
が
、
千
九
百
十
八
汗
口
調
逸
都
市
年
鑑
に
護
表
し

た
る
研
究
を
場
げ
る
事
が
出
来
る
。

問
。
見
書
出
自
由
凋
逸
都
市
山
財
政
統
計
を
辿
ぶ
る
に
あ
た

り
、
先
づ
猫
巡
の
都
市
の
立
義
を
限
定
し
て
置
く
必
地
一
が
あ

る
。
獅
池
都
市
統
計
年
鑑
に
、
所
謂
澗
海
部
市
ー
と
は
人
口
五
高

以
上
の
都
市
を
指
し
、
人
口
五
寓
乃
至
十
潟
の
都
市

hz
小
都

市
、
人
U
十
寓
乃
至
二
十
南
D
都
市
を
中
都
市
、
人
口
二
十
商

以
上
の
都
市
在
大
都
市
止
名
づ
け
て
ゐ
る
。
此
際
、
羽
巡
の
大

中
小
各
都
市
白
人
口
が
、
調
逸
白
金
憾
の
人
口
に
如
何
・
な
る
地

位
を
有
し
て
ゐ
る
か
を
調
べ
て
世
〈
必
要
が
あ
る
。
第
一
表
は

銘
二
十
七
容

四
回

共
闘
の
泊
息
E
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第

錦

四
四

第
(ィ}一

環

人
口
二
十
割
以
上

人
口
十
高
乃
至
二
寸
前

人
口
五
島
乃
至
十
高

音F

(ロ}

制
逸
都
市
人
口
駈

燭
謹
白
都
市
人
口
(
百
高
人
)

一一一一一一仁ア

三戸三三つii

斗三三E111

濁
謹
凶
告
人
口
に
占
む
る
割
合
(
財
)

人
口
ニ
十
高
以
上

人
口
十
高
乃
至
二
十
高

人
口
車
両
乃
至
十
高

旨「

三回三Z恒
三回三三1iL

一・吾一一
回・
A
U

昌・一
A

三
・
ヨ
瓦

惟
界
大
戦
の
前
後
を
比
絞
ず
る
在
、
偵
土
を
剖
叫
し
た
矯
め

に
都
世
田
人
口
の
割
合
に
犯
助
を
生
じ
た
り
、
又
行
政
区
劃
白
改

正
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
都
市
白
炭
狭
に
異
動
世
濁
ら
し
た

り
し
た
か
ら
、
第
一
表
の
数
字
は
必
司
ず
し
も
同
一
性
を
保
っ
て

司君づ
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ゐ
友
い
。
然
し
会
人
口
の
約
三
割
が
、
人
口
五
高
以
上
の
都
市

に
集
中
し
て
ゐ
る
圭
一
再
ム
事
寅
、
而
し
て
人
口
の
都
市
民
集
中

す
る
傾
向
白
著
し
き
事
は
否
定
し
縫
曹
事
宜
で

b
る
。
第
一
表

は
の

za雪
国
宮
内

Z
が
凋
趨
都
市
統
計
年
鑑
白
第
二
十
二
巻
に

護
表
し
た
数
字
で
あ
る
が
、
濁
逸
都
市
の
財
政
統
計
も
此
の
分

類
に
従
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
際
特
に
注
意
し
て
置
き
た
い
の
は
、

一
丸
二
五
年
の
図
勢

調
官
宜
の
結
果
之
し
て
人
口
五
寓
に
浦
た
ざ
る
都
市
は
全
部
除
外

せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
更
に
人
口
五
高
以
ょ
の
都
市
主
雌

も
・
国
鉛
S
E
a
-
z
z
o
F
回
日
目

2
の
一
二
自
由
都
市
仕
出
向
仰
向
ヤ

見
詰
可
ロ
を
悲
し
他
の
都
市
ー
と
性
質
を
回
開
に
し
て
ゐ
る
か
ら
財

政
統
計
に
収
め
紅
い
事
止
し
た
。
叉

b
H
0
5
民
自
国
N
W
J
4
2
日l

宮
司
r

回。民
o
n
F
U官
器
F

司日ロ】内田昌
mw
・
c
・
問
。
記
。
ロ
ド
回
釦
E一目

『
O
吋
聞
の
八
都
市
は
人
口
五
両
以
上
に
し
て
営
然
包
含
せ
ら
る
べ

き
筈
で
あ
っ
た
が
、
特
殊
の
事
情
に
基
音
之
が
調
査
を
断
念
し

た
の
で
あ
る
。

総

掲
塩
都
市
白
財
政
統
計

雑

由
。
ロ
百
自
宮
ロ
は
千
九
百
二
十
七
年
度
の
理
算
を
材
料
・
と
し
て

調
麹
都
市
の
財
政
統
計
主
取
扱
っ
て
ゐ
る
が
、
や
は
り
大
都
市
、

中
都
市
、

小
都
市
の
直
分
聖
採
用
し
て
ゐ
る
。
た
ピ
国
主
Z
市

と
れ
を
特
別
に
扱
ひ
、
結
局
首
府
一
、

は
首
府
で
あ
る
か
ら
、

犬
都
市
二
十
、
中
都
市
十
九

小
都
市
三
十
九
の
千
九
百
二
十

七
年
度
白
理
算
が

m
o
z
m
m
E
Eロ
の
研
究
資
料
と
左
っ
て
ゐ
る
。

-
た
ほ
回
O
ロ
ロ
市
は
報
告
が
謹
札
た
矯
め
、

己
れ
を
省
く
事
止
し

た。
都
市
の
行
政
は
犬
樋
二
つ
に
分
れ
て
ゐ
る
。

一
は
普
通
行
政

(
間
同
日
日
号
E
a
2巴
F
2同
)
で
あ
っ
て
、
他
は
企
業
行
政

3
2
5
1

z
=
2包
吉
田
岡
)
で
あ
品
。
従
っ
て
一
九
二
七
年
度
の
換
算
に
つ

い
て
も
此
一
一
種
世
醍
別
す
べ
く
、
而
し
て
都
市
財
政
さ
し
て
も

最
も
注
目
す
べ
き
は
普
通
行
政
に
於
け
る
経
常
費
五
び
経
常
牧

入
の
内
容
で
あ
る
o
m
E宵

E
E
は
一
九
二
七
年
度
時
間
算
に
現

は
れ
た
る
普
泊
行
政
由
経
常
費
及
び
経
常
牧
入
の
同
者
占
不
足

額
と
を
各
都
市
別
に
合
計
し
、
そ
れ
を
人
口
一
入
賞
り
に
割
り

嘗
て
h
A

第
一
一
表
を
得
た
白
で
あ
る
。

第
三
十
七
巻

第

観

四
五

四
五
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普
題
行
政
珠
算
白
人
口
一
人

訪
問

J

表
(
臨
)

は
は
巴

μ団
ト
同
団
巴

蹴

山

一

一

会

一

一

三

一

一

塁

一

蹴

入

一

也

同

一

A
A
一

Z
H
M

一

不

足

願

一

一

完

一

金

一

会

一

第
二
去
に
於
て
最
も
軍
要
な
る
は
、
経
常
設
出
の
内
容
如
何

で
あ
る
。
普
週
行
政
抽
出
算
心
経
常
歳
出
主
其
官
質
的
目
的
に
よ

っ
て
分
つ
止
、
一
般
行
政
費
、
土
木
賞
、
衛
生
曲
目
、
耐
利
費
、

文
化
費
・
財
産
管
却
費
の
九
つ
と
な
る
。
と
の
資
質
的
目
的
を

標
準
と
し
て
翻
逸
都
市
人
口
一
入
賞
り
経
費
及
び
そ
の
百
分

比
を
算
定
す
る
占
第
三
表
を
得
る
の
で
あ
る
。

第
=
表
鶴
常
歳
出
自
目
的
別
表

h

い
入
日
目
人
前
り
制
費
(
腕
)

国
主
日
市
一一也苧ハ望一云

難

録

猫
通
都
市
由
財
政
統
計

官辞

表

大
都
市

中
都
市

一
般
行
政
費

土

木

技

師

K

E

S
U
E
-
3
 

嗣

制

裂

と

t

2

3

4

3

 

財
同
管
却
損

三孟主主玉三塁又

小
都
市金受乏

小
都
市

- 三三 三三 一ー 主主 一一・
ユヨ一同;:.'~ ^ 

a ユ""= - ~恒三三品九

ロ
各
種
粗
費
由
比
蔵
(
M
F
)

片
市
医
同
川
L

-

一
般
行
政
提
一
千
省
一
一
口
・
向
一
一
子
豆
一

土

木

費

一

塁

ム

一

三

喜

一

一

一

手

二

衛

生

費

一

一

一

・

二

ご

・

亙

一

九

品

一

耐

刺

費

一

言

・

国

一

三

・

己

一

三

ム

一

文

牝

費

一

一

宇

品

一

邑

λ
一
三
・
竺

財
語
管
理
費
一

-T-一

千

五

一

千

三

第
三
表
に
よ
っ
て
漏
出
坦
都
市
の
経
費
の
貿
質
的
内
容
が
大
偲

明
か
止
・
な
っ
た
。
次
に
は
不
足
額
の
問
題
に
う
つ
ら
ね
ば
た
ら

ね
。
第
四
表
は
各
種
行
政
部
門
に
つ
き
不
足
額
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

第
四
表
不
足
額
分
類
審

μ
人
口
一
人
官
リ
不
足
制
(
臨
)

国

立

吉

市

一

一

-同一一回七
Z
丸一豆七

第
ニ
十
七
巻

四
大

-
般
行
政

土

木

街

生
同

制
文

化

財

雌

智

配

第

瞬

-
回
大

中
都
市

大
都
市

中
都
市

ニ ョ ー一
向回一回国王

小
都
市

一回・一
日面・-一aT単

一品・九
】コ一・七

九
・
山

小
都
市

日一 一一
向三 五 z 目玉

=ニ一一
点 目 s S .!I孟

一
『噂事.'.;， 一



吋
各
種
不
足
簡
の
比
肢
(
再
)

い
は
ほ
区
切
巴
一

四

一

一

Z
A
一

一

同

去

一

一

土

木

一

手

士

一

旦

・

同

一

一

守

=

一

衛

生

一

点

-
A

一

千

五

↑

千

五

一

間

利

一

三

月

白

一

呈

-
D

一

zZ
一

文

化

一

三

・

同

一

-

王

-z
一

量

-
A

財
産
管
理
一

Z
一

三

一

士

一

都
市
の
普
通
行
政
の
経
常
費
の
不
足
は
第
四
表
の
如
〈
で
あ

る
が
、
白
日
L

一
を
補
ム
矯
め
に
は
種
々
白
九
法
が
諮
ぜ
ら
れ
る
の
で

あ
る
o

企
業
行
政
よ
り
の
利
訴
繰
入
、
租
税
、
前
年
度
刺
品
開
金

又
は
基
金
よ
り
の
繰
入
が
と
れ
で
あ
る
。
粧
常
費
の
支
緋
方
法

を
百
分
比
で
示
す
と
第
五
去
を
得
る
の
で
あ
る
。

第
五
義
嗣
常
費
自
主
軸
抑
制
A
n或
{
幅
}

一
回
注
目
市
一
大
都
市
一
中
部
市
一
小
都
市

政

捗

牧

入

企
議
行
政
よ
り
の
利
抗

繰
入

和

紙
前
年
度
利
除
企
又
は
基

金
よ
り
の
燥
入

一

時

的

不

足

甑

同ロ・自
ノ、

'" 
児
三五

雑

調
泊
都
市
田
一
財
政
統
計

~ 

中
都
市

. 
詞

回同・
A

ロムロ・白

理

小
都
市

一九・四
一
内
・
也

z・
品

毛
-z

-百一・占四七・ム一円
包

ロ-
J
H

A
・
点

型一月・屯

. 
'"己

Z -Cコ

胞

以
上
、
普
通
行
政
強
算

E
中
心
と
し
て
調
抽
出
都
市
の
歳
出
歳

入
白
金
額
及
び
共
内
容
を
明
か
に
し
た
白
で
あ
る
。
漏
迦
の
諸

都
市
が
如
何
止
る
日
的

κ
幾
何
の
杭
費
を
投
じ
且
つ
果
等
の
粧

費
の
不
足
額
が
各
行
政
部
門
に
つ
き
如
何
に
分
間
せ
ら
れ
て
ゐ

更
に
此
等
の
不
足
額
を
如
何
在
る
財
源
よ
り
支
耕
し
て

る
か
、

ゐ
る
か
は
、
目

2
Z
E
E
の
諸
財
政
統
計
の
よ
〈
訟
川
す
る
所

で
あ
る
。
特
に
猫
泡
の
全
都
市
を
首
府
、
大
都
市
、
中
都
市
、

小
都
市
の
阿
積
に
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
の
特
長
を
示

L
て

ゐ
る
の
は
興
味
深
吉
事
賞
で
あ
る
。
但
し
捕
逸
各
都
市
が
種
々

具
れ
る
時
国
算
鍋
成
方
法
主
採
用
せ
る
に
拘
ら
中
之
E
一
つ
に
統

一
し
た
る
事
は
、
編
纂
者
の
苦
心
自
存
す
る
献
で
あ
る
が
同

時
に
多
分
の
統
計
的
技
巧
の
施
さ
れ
た
事
は
否
定
し
得
左
い
所

で
あ
る
。

我
が
閣
に
於
て
も
、

人
口
が
都
市
に
集
中
す
る
傾
向
樹
め
て

. 
2旦

著
し
く
又
都
市
の
財
政
は

1
1昭
和
二
年
度
に
六
億
九
千
高
岡

に
上

hy--地
方
財
政
中
白
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。

第
二
十
七
巻

一
四
七

第
一
一
揖

一
四
七

，
 

-
岨.
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雑

韓

捕
迦
都
市
自
財
政
統
計

放
に
都
市
財
政
統
計
の
研
究
位
、

調
抽
唱
に
於
付
る
止
問
様
K
、

我
が
園
児
於
て
も
之
を
忘
る
事
が
川
事
た
い
。
内
務
省
地
方
舟

の
地
方
財
政
概
要
に
於
て
は
、
市
歳
出
主
教
育
費

土
木
費
、

術
生
費
、
勧
業
費
、

ベ
刷
合
功
業
曲
目
.
電
集
及
瓦
斯
事
業
費
、
都

市
計
訓
段
、
役
所
品
目
、

品開賊曲目、

話
費

公
偵
費
、

諸
税
及

負
時

的
立
金
及
基
本
財
産
結
成
費
、

共
他
諸
費
の
十
聞
に
分

ち
。
又
市
或
入
世
税
収
入
と
税
外
牧
入
・
ど
に
分
ち
研
究
主
進
め

て
ゐ
る
。
日
本
会
細
川
市

ω財
政
統
計
の
合
計
を
算
山
せ
る
が
如

昔
、
六
大
都
市
忙
限
り
特
殊
の
統
計
を
禍
げ

τ
ゐ
る
が
如
き
我

が
闘
の
都
市
財
政
統
計
も
紐
々
の
特
徴
主
有
し
て
ゐ
る
、
然
し

庶
民

0
2
5
が
獅
辺
都
市
統
計
年
鑑
に
試
み
て
ゐ
る
所
に
も
皐

ぶ
べ
き
鮪
が
削
る
多
い
。
東
京
市
政
利
脊
曾
を
始
め
と
し
て
榔

市
民
開
ず
る
制
有
機
酬
が
漸
く
撃
は
ん
在
し
て
ゐ
る
際
で
あ
る

か
ら

-
z
z
p
の
年
鑑

ι劣
ら
ざ
る
日
本
都
市
統
計
年
館
を
刈

行
し
特
に
叫
が
岡
の
都
市
内
財
政
一
統
計
を
完
成
し
た
い
も
の
で

あ
る
。



第
二
十
七
巻

第

掛

四
八

回
凡

京
都
帝
国
大
串
経
済
事
曾

大
曾
記
事

京
都
帝
闘
大
接
魁
情
皐
合
の
第
十
回
大
曾
は
昭
和
三
年
六
月

丸
日
午
後
一
時
二
十
分
よ
り
第
四
駐
車
で
開
仰
せ
ら
れ
、
例
年

の
如
く
、
多
数
の
描
泉
の
来
集
を
見
た
の
で
あ
る
。
財
部
殺
授

の
附
品
闘
の
僻
R
A
び
曾
副
報
品
自
に
繊
ぎ
、
次
の
排
出

K
，
つ
つ
つ

た。

誹

信市

訓
恒
消
政
策
畢
の
臨
界
に
就
て

H出

fll 

側

井t

畢t

事2
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弘
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